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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月21日(2016.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の識別情報の変動表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊
技機であって、
　遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、
　識別情報の変動表示中の最終停止識別情報が導出される前に所定演出を実行する所定演
出実行手段と、
　識別情報の変動表示の表示態様がリーチ態様になった後に、最終停止識別情報として導
出される識別情報の候補の画像と前記所定演出の実行を示唆する所定演出示唆画像とが表
示される特別リーチ演出を実行する特別リーチ演出実行手段と、
　を備え、
　前記遊技価値付与手段は、前記所定演出実行手段により前記所定演出が実行されてから
前記有利状態に制御されたときと、前記特別リーチ演出が実行された後に前記所定演出が
実行されることなく前記有利状態に制御されたときとで、異なる割合により異なる遊技価
値を付与可能であり、
　前記特別リーチ演出実行手段は、複数種類の前記特別リーチ演出を実行可能であり、
　前記特別リーチ演出の種類によって、前記所定演出が実行される割合が異なる
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、複数種類の識別情報の変動表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制
御可能な遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　複数種類の識別情報の変動表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊
技機であって、
　遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、
　識別情報の変動表示中の最終停止識別情報が導出される前に所定演出を実行する所定演
出実行手段と、
　識別情報の変動表示の表示態様がリーチ態様になった後に、最終停止識別情報として導
出される識別情報の候補の画像と前記所定演出の実行を示唆する所定演出示唆画像とが表
示される特別リーチ演出を実行する特別リーチ演出実行手段と、
　を備え、
　前記遊技価値付与手段は、前記所定演出実行手段により前記所定演出が実行されてから
前記有利状態に制御されたときと、前記特別リーチ演出が実行された後に前記所定演出が
実行されることなく前記有利状態に制御されたときとで、異なる割合により異なる遊技価
値を付与可能であり、
　前記特別リーチ演出実行手段は、複数種類の前記特別リーチ演出を実行可能であり、
　前記特別リーチ演出の種類によって、前記所定演出が実行される割合が異なる
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、より遊技者に所定演出を注目させることができるので、遊技機の興
趣を向上できる。
　本発明の手段１の遊技機は、
　各々を識別可能な複数種類の演出用識別情報（例えば、演出図柄）の変動表示演出を行
って表示結果を導出する変動表示演出装置（例えば、演出表示装置５）に予め定められた
特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出されたときに、遊技者にとって有利な特定遊
技状態（例えば、大当り状態）に制御する遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
のＣＰＵ１０３）と、
　遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００がステップＳ２４３やステップＳ３２４の処理を実行する部分）と、
　前記変動表示演出を開始するときに、前記変動表示演出における特定演出の実行態様（
例えば、ノーマルリーチやスーパーリーチ）と、前記変動表示演出における特定演出以外
の通常演出（特別演出）の実行態様（例えば、滑りや擬似連の演出）とを決定する開始時
決定手段（例えば、ＣＰＵ１０３がステップＳ１１０の特別図柄通常処理とステップＳ１
１１の変動パターン設定処理を実行する部分）と、
　前記開始時決定手段により決定された前記通常演出の実行態様を指示する第１コマンド
（前変動パターン指定コマンド）と、前記開始時決定手段により決定された前記特定演出
の実行態様を指示する第２コマンド（後変動パターン指定コマンド）とを送信するコマン
ド送信手段（例えば、ＣＰＵ１０３がステップＳ２６６とステップＳ２７１ａを実行する
部分）と、
　前記コマンド送信手段から送信される第１コマンドと第２コマンドにもとづいて、前記
変動表示演出装置における前記変動表示演出を制御する演出制御手段（例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０がステップＳ７５の演出制御プロセス処理を実行する部分と、
　を備え、
　前記変動表示演出は、前記表示結果として導出表示される演出用識別情報の候補の画像
（例えば、左右の停止図柄と同じ図柄と、左右の停止図柄よりも数字が１つ多い図柄：図
３８（Ｃ）参照）と所定演出を示唆する所定演出示唆画像（例えば、キャラクタ図柄５ｂ
，５ｃ：図３８（Ｃ）参照）とが前記変動表示演出装置に表示される特別の実行態様を含
み（例えば、図３８（Ｃ）に示す演出）、
　前記特別の実行態様（特別リーチ演出）が実行された後、前記変動表示演出の表示結果
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が導出表示される前に前記所定演出を実行する所定演出実行手段（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０がステップＳ５２９ａの処理の結果にもとづいてステップＳ５４２、Ｓ５４３
の処理を実行する部分）をさらに備え、
　前記遊技価値付与手段は、前記所定演出実行手段により前記所定演出が実行されてから
前記特定遊技状態に制御されたときと、前記特別の実行態様が実行された後に前記所定演
出が実行されることなく前記特定遊技状態に制御されたときとで、異なる遊技価値を付与
する（例えば、図３５、図３６に示すように、非確変大当りの場合と確変大当りの場合と
で所定演出の実行割合を変えることによって実現される）、
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、所定演出が実行されてから特定遊技状態に制御されたときと、特別
の実行態様が実行された後に所定演出が実行されることなく特定遊技状態に制御されたと
きとで、異なる遊技価値が付与されるため、より遊技者に所定演出を注目させることがで
きるので、遊技機の興趣を向上できる。
尚、本発明の所定演出は、特定演出または通常演出のいずれか一方と同じであっても良い
し、特定演出と通常演出とから構成される演出と同じであっても良い。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の手段２の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　前記変動表示演出を開始するための始動条件が成立したにもかかわらず未だ開始されて
いない変動表示演出について、前記通常演出の実行態様と前記特定演出の実行態様とを決
定するための情報を所定の上限記憶数の範囲内で保留情報として記憶可能な保留記憶手段
（例えば、第１特図保留記憶部１５１Ａ及び第２特図保留記憶部１５１Ｂ）と、
　前記始動条件が成立した後、該成立した始動条件に対応する変動表示演出が開始される
までに、前記変動表示演出における特定演出の実行態様を判定する始動時判定手段（例え
ば、ＣＰＵ１０３が入賞時乱数値判定処理を実行する部分）と、
　前記始動時判定手段による判定にもとづいて事前コマンド（例えば、変動カテゴリコマ
ンド）を送信する事前コマンド送信手段（例えば、ＣＰＵ１０３がステップＳ４６５の処
理を実行する部分）と、
　前記特定演出の実行態様を示唆する先読み予告演出（保留予告）を、前記事前コマンド
に基づいて実行する先読み予告演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０がステッ
プＳ１６１の保留予告処理を実行する部分）と、
　をさらに備え、
　前記開始時決定手段は、前記実行態様として複数の異なる実行態様（例えば、ノーマル
リーチやスーパーリーチ）を決定可能であって、前記保留記憶手段に記憶されている保留
情報の数に応じて異なった振分けにて各実行態様を決定する（例えば、ＣＰＵ１０３が、
ステップＳ２８３の処理において、異なる保留記憶数に対応付けてＭＲ３の判定値が割り
当てられたハズレ後変動パターン判定テーブルを使用して後変動パターンとしてノーマル
リーチの後変動パターンとスーパーリーチの後変動パターンとを、保留記憶数に応じて異
なる割合にて決定する）とともに、前記特定演出の実施態様のうち、前記先読み予告演出
の対象となる実施態様（例えば、スーパーリーチ）については、前記保留記憶手段に記憶
されている保留情報の数に係わらない共通の振分けにて決定する（例えば、ＣＰＵ１０３
が、ステップＳ２８３の処理において、いずれの保留記憶数においてもスーパーリーチに
対して共通のＭＲ３の判定値が割り当てられたハズレ後変動パターン判定テーブルを使用
して後変動パターンを決定する）、
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、保留記憶手段に記憶されている保留情報の数に応じて異なった振分
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けにて各実行態様が決定されるため、保留情報の数に応じて実行態様を変化させることが
できる一方、先読み予告演出の対象となる実行態様については、保留情報の数に係わらな
い共通の振分けにて決定されるため、保留情報の数が変化することにより先読み予告演出
と実際の実行態様とが一致しなくなってしまうことを防止できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の手段３の遊技機は、手段２に記載の遊技機であって、
　前記事前コマンド（変動カテゴリコマンド）は、前記第２コマンドで示される特定演出
の内容（カテゴリとしてスーパーリーチのカテゴリ、非リーチのカテゴリ、その他のカテ
ゴリ）についてのみ送信する、
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２コマンドに対応する事前コマンドにもとづいて先読み予告演出
が実行されるため、先読み予告演出の制御において第１コマンドを考慮する必要がないの
で、第１コマンドと第２コマンドとを使用することにより先読み予告演出の制御負荷が増
大してしまうことを防止できるとともに、特定演出の内容についてのみ特定して事前コマ
ンドを送信できるので、これら事前コマンドを送信するための制御負荷も軽減できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の手段４の遊技機は、手段１～手段３のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記開始時決定手段は、前記通常演出の実行態様として、前記演出用識別情報の仮停止
と再変動とが少なくとも１回は実行される擬似連演出を決定可能（前変動パターンとして
擬似連のＰＦ５、ＰＦ６、ＰＦ９を決定可能）であって、
　前記コマンド送信手段は、前記開始時決定手段によって前記通常演出の実行態様として
擬似連演出が決定されたときに、該擬似連演出を指示する第１コマンド（例えば、ＰＦ５
、ＰＦ６、ＰＦ９を示す前変動パターン指定コマンド）を送信し、
　前記演出制御手段は、受信した第１コマンドにより前記擬似連演出が指示されていると
きには、予め設定されている複数種類（例えば、早い、中間、遅い）の実行タイミングの
うち、１の実行タイミングを決定して該擬似連演出を実行する（例えば、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０がステップＳ５２９ｆ～Ｓ５３１ｂの処理を実施することで、抽出した乱数値Ｓ
Ｒ１から判定されるタイプ（タイミング）の演出制御パターンをセットして実行する）、
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、開始時決定手段は、擬似連演出の実行タイミングを決定する必要が
ないので、開始時決定手段における負荷を軽減できる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の手段５の遊技機は、手段１～手段４のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記演出制御手段は、前記コマンド送信手段から送信される第１コマンドまたは第２コ
マンドのいずれか一方を受信できなかったときには、当該受信できなかった第１コマンド
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または第２コマンドに対応する変動表示演出を実行しない（例えば、演出制御用ＣＰＵ１
２０が、演出図柄の変動開始時にステップＳ５２１ａ～Ｓ５２１ｂの処理を実施して、後
変動パターン受信フラグと前変動パターン受信フラグがセットされていないときには、ス
テップＳ５２２～ステップＳ５３４の処理を実施せず、ステップＳ５３５の処理のみを実
施して処理を終了することで、演出図柄の変動を開始しない）、
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、開始時決定手段にて決定された実行態様とは異なる意図しない実行
態様の変動表示演出が実行されてしまうことを防止できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の手段６に記載の遊技機は、手段５に記載の遊技機であって、
　前記演出制御手段は、
前記演出用識別情報（演出図柄）の変動表示演出とともに該演出用識別情報とは異なる特
殊識別情報（第４図柄）の変動表示演出を実施し（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、
ステップＳ１６０の第４図柄処理を実行し）、
前記コマンド送信手段から送信される第１コマンドまたは第２コマンドのいずれかを受信
できなかったときにも、前記特殊識別情報の変動表示演出を実施する（例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０が、第４図柄処理のステップＳ１８１において、後変動パターン受信フラ
グと前変動パターン受信フラグのいずれか一方がセットされていれば、第４図柄の変動を
開始する）、
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、演出用識別情報の変動表示演出が実施されなくても、特殊識別情報
の変動表示演出は実行されるので、開始時決定手段にて決定された実行態様とは異なる意
図しない実行態様の変動表示演出が実行されてしまうことを防止しつつ、遊技者に変動表
示演出が実施されていることを認識させることができる。
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